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円
空
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
一
二
万
体
も
の
仏
像
を
彫
る
こ
と
を
発
願
し
、
そ
の

作
品
は
、現
在
約
五
○
○
○
体
が
確
認
さ
れ
、「
円
空
仏
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。

一
方
、
三
重
県
の
志
摩
市
志
摩
町
片
田
と
同
市
阿
児
町
立
神
に
は
、
円
空
が
補
修
に

際
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
釈
迦
説
法
図
」
の
見
返
し
絵
を
描
い
た
大
般
若
経
が
多
数
残

さ
れ
て
い
る
。

　
大
般
若
経
と
は
玄
奘
三
蔵
が
も
た
ら
し
た
「
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
」
の
略
称
で
、

六
〇
〇
巻
か
ら
な
る
大
部
の
経
典
で
あ
る
。
こ
の
経
を
供
養
す
る
こ
と
は
最
高
の
功

徳
と
さ
れ
、
法
華
経
と
と
も
に
最
も
多
く
書
写
さ
れ
た
。
片
田
と
立
神
で
は
こ
の
経

で
現
在
も
転
読
が
行
わ
れ
て
い
る
。
三
重
県
総
合
博
物
館
令
和
四
年
度
秋
の
企
画
展

「
三
重
の
円
空
」
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
お
借
り
し
、
会
期
を
分
け
な
が
ら
も
全
点
を

展
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
円
空
は
こ
れ
ら
大
部

の
大
般
若
経
を
何
時
、
ど
の
よ
う
に
修
理
し
た
の
か
、
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
立
神
地
区
に
関
連
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る（
１
）。
そ
れ
に
よ

る
と
立
神
で
の
補
修
は
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
の
六
月
上
旬
か
ら
、
同
年
八
月

中
旬
に
至
る
二
か
月
余
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
時
、
欠
巻
と
な
っ
て
い

た
二
一
巻
分
が
、
近
在
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
八
か
寺
の
僧
ら
が
分
担
し
て
書
写

し
、
補
填
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
修
理
の
時
期
と
、
大
般
若
経
の
補
修

体
制
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る（
２
）。

　
そ
れ
に
対
し
て
片
田
の
大
般
若
経
の
修
復
に
つ
い
て
は
、
時
期
は
勿
論
、
体
制
や

経
緯
に
つ
い
て
明
確
に
示
す
資
料
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
な
か
で
唯
一
、

修
復
時
期
を
推
定
す
る
手
掛
か
り
と
な
っ
て
い
る
の
が
巻
第
五
七
一
の
奥
書
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
立
神
に
先
立
つ
延
宝
二
年
三
月
に
宇
治
の
「
布
屋
佐
大
夫
」
の
子

息
が
欠
巻
を
書
写
補
填
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、
片
田
の
大
般
若
経
の
修
復
時
期

と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
円
空
の
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。

　
ま
ず
一
九
八
〇
年
発
行
の
『
円
空
研
究
』
八
号
に
お
い
て
長
谷
川
公
茂
氏
が
、
円

空
に
よ
る
片
田
の
大
般
若
経
補
修
時
期
を
特
定
す
る
も
の
と
し
て
初
め
て
紹
介
し
て

い
る（
３
）。

ま
た
奥
書
に
み
え
る
「
布
屋
佐
大
夫
」
に
つ
い
て
も
、
つ
や
だ
杢
人
氏
が
内

宮
御
師
で
あ
っ
た
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る（
４
）。
し
か
し
そ
の
後
は
、
関
係
資
料
が
極

度
に
少
な
い
こ
と
か
ら
か
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
探
究
さ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
今
回
の
特
別
展
「
三
重
の
円
空
」
の
準
備
に
際
し
、
件
の
奥

書
を
実
見
、
調
査
で
き
た
こ
と
も
あ
り
、
改
め
て
こ
の
奥
書
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

内
宮
御
師
布
谷
左
大
夫
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
な
お
、
布
谷
左
大
夫
の
御
師
銘
に

つ
い
て
は
、
史
料
中
に
「
布
屋
」
や
「
佐
大
夫
」
と
あ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
が
、

特
に
引
用
で
な
い
か
ぎ
り
は
、
表
記
は
「
布
谷
左
大
夫
」
に
統
一
す
る
。

志
摩
市
片
田
地
区
所
蔵
の
大
般
若
経
奥
書
に
見
る
内
宮
御
師
布
谷
左
大
夫
に
つ
い
て
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問
題
の
奥
書
の
あ
る
片
田
大
般
若
経
巻
第
五
七
一
は
五
行
一
折
の
折
本
で
、
現
状

で
竪
二
四
・
一
セ
ン
チ
、
横
九
・
二
セ
ン
チ
を
測
る
。
料
紙
は
、
薄
く
黄
檗
に
染
め
た

厚
手
の
楮
紙
で
、
天
地
は
裁
断
さ
れ
調
え
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
継
の
部
分
は
何
故
か

未
裁
断
の
ま
ま
で
貼
り
継
い
で
い
る
。
裏
打
ち
は
な
く
、
巻
首
・
巻
末
の
紙
背
に
は

他
と
同
様
に
片
田
大
般
若
経
で
特
徴
的
な
木
の
葉
形
を
し
た
円
空
の
印
が
多
数
捺
さ

れ
て
お
り
、
巻
第
五
七
一
が
ま
さ
に
円
空
に
よ
る
片
田
大
般
若
経
補
修
の
際
に
補
填

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
巻
第
五
七
一
の
奥
書
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

【
釈
文
】
巻
第
五
七
一
奥
書

　
于
時
延
宝
弐
年
寅
之
三
月
吉
日
卅
七
歳
ニ
書
之

　
　
六
百
巻
坡
損
編
ル
者
也
　
内
三
巻
書
納
置
也

　
　
　
　
　
　
宇
治
内
宮
古
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
布
屋
佐
大
夫
子
佳
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
当
寺
に
て

　「
宇
治
内
宮
」
か
ら
「
当
寺
に
て
」
ま
で
は
下
方
に
や
や
窮
屈
に
書
き
入
れ
ら
れ

て
お
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
追
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
宇
治
内
宮
古
郷
」

は
「
布
屋
佐
大
夫
」
の
居
住
場
所
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、「
宇
治
内
宮
・
古
郷
」

或
い
は
「
宇
治
内
・
宮
古
郷
」、
い
ず
れ
の
解
釈
の
場
合
も
比
定
地
は
特
定
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、そ
も
そ
も
宇
治
内
に「
宮
古
」の
地
名
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、

個
別
の
地
名
で
は
な
く
、「
宇
治
内
宮
」
近
辺
の
「
古
き
郷
」
と
の
解
釈
が
妥
当
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
経
が
書
写
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
「
当
寺
」
に
つ

い
て
も
不
明
で
あ
る
が
、
や
は
り
殊
更
他
所
に
候
補
地
を
求
め
る
よ
り
は
片
田
近
在

の
寺
院
と
み
る
べ
き
で
、
特
に
巻
第
六
○
○
の
奥
書
に
あ
る
「
如
意
庵
」
は
そ
の
最

も
有
力
な
候
補
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
奥
書
に
よ
る
と
、
こ
の
時
三
巻
が
補
写

さ
れ
納
め
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
あ
と
の
二
巻
に
つ
い
て
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
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つ
や
だ
杢
人
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
布
谷
家
の
家
伝
資
料
な
ど
は
現
在
の

と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
布
谷
家
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
総

合
的
な
資
料
に
散
見
さ
れ
る
断
片
的
な
記
述
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
。

　
先
ず
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
九
月
改
め
の
「
伊
勢
内
宮
御
師
附（
５
）」
に
は
、「
末

家
」
と
し
て
「
布
谷
佐
大
夫
」
の
銘
が
記
さ
れ
る
。
同
時
に
絶
家
分
に
銘
の
な
い
こ

と
か
ら
、
少
な
く
と
も
安
政
二
年
段
階
で
布
谷
家
の
存
続
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、御
師
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
以
降
の
調
べ
「
明

治
四
年
七
月
師
職
人
名（
６
）」

で
は
、「
絶
家
分
」
と
し
て
「
年
寄
末
家
　
布
谷
佐
大
夫
　

館
町
　
布
谷
盛
秀
　
明
治
八
年
死
亡
」
と
あ
り
、絶
家
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、

同
時
に
、
当
時
の
屋
敷
が
館
町
に
あ
っ
た
こ
と
、
及
び
最
後
の
当
主
の
実
名
が
「
盛

秀
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。

　
明
治
四
年
に
廃
業
と
な
っ
た
御
師
だ
が
、
復
興
・
救
済
の
嘆
願
が
あ
り
、
明
治

巻第五七一奥書

（3） （2）

十
二
年
に
再
度
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
報
告
で
あ
る
『
旧
師
職
総
人
名
其
他
取
調

帳（
７
）』

の
「
絶
家
ノ
部
」
に
、
宇
治
館
町
居
住
元
師
職
布
谷
左
大
夫
と
し
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。

　
　 

平
民
　
布
谷
盛
秀
　
陸
軍
教
導
団
ニ
於
テ
業
上
為
メ
　
明
治
八
年
四
月
三
日
亡
　

後
相
続
人
無
之
絶
家

つ
ま
り
布
谷
盛
秀
は
、
恐
ら
く
陸
軍
で
の
訓
練
中
に
若
く
し
て
死
去
し
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
報
告
は
、
同
じ
く
宇
治
館
町
の
「
実
兄
　
大
国
盛
忠
」
か
ら
提
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
布
谷
家
の
最
後
の
当
主
は
大
国
家
か
ら
入
っ
た
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、
大
国
家
も
内
宮
御
師
で
、
確
認
で
き
る
系

図
で
は
、
全
員
実
名
に
「
盛
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
宮
御
師
山
本
大
夫
家
資
料（
８
）に
、『
諸
家
系
譜
』

が
あ
る
。
こ
れ
は
、内
宮
御
師
の
系
譜
を
家
ご
と
に
武
鑑
様
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
大
国
系
図
も
こ
の
系
譜
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
宮
御
師
の
場
合
、
多
く

の
系
譜
が
不
明
で
あ
る
な
か
で
、
新
た
に
確
認
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
記

載
の
年
代
か
ら
幕
末
期
の
、
恐
ら
く
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
〜
一
八
五
四
）
頃
の
成

立
と
み
ら
れ
る
が
、
布
谷
家
系
の
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
御
師
橘
采
女
家

系
の
項
に
、
橘
采
女
の
家
来
白
髭
城
之
助
の
傍
注
と
し
て
「
布
谷
左
大
夫
引
請
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
、「
布
谷
左
大
夫
」
銘
で
檀
家
へ
御
札
を
配
る
こ
と
を
白
髭
大
夫
が

引
き
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、『
諸
家
系
譜
』
が
成
立
し
た
段
階
で
は
布
谷
家

が
絶
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
布
谷
家
は
、
あ
る
時
期
か
ら
絶
家
と
な
っ
て
い
た
が
、
安
政
二

年
以
前
、
そ
れ
も
あ
ま
り
遡
ら
な
い
頃
に
大
国
家
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
と
判
断
さ

れ
る
。
ち
な
み
に
、安
政
二
年
付
け
の
『
旧
内
宮
御
師
名（
９
）』

に
は
、白
髭
大
夫
は
「
布

谷
左
大
夫
家
来
」と
あ
り
、こ
の
関
係
が
布
谷
左
大
夫
銘
を
引
き
請
け
た
背
景
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

　
次
に
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の
『
内
宮
職
掌
家
譜
）
10
（

』
を
見
る
。
こ
の
資
料
は
薗
田
守
良

の
編
に
し
て
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
御
巫
清
直
に
よ
っ
て
浄
書
さ
れ
た
も
の

で
、
内
宮
の
権
祢
宜
や
職
掌
人
の
家
系
図
集
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
白
髭
家
の
系
図

に
「
布
谷
左
大
夫
吉
和
」
の
名
が
み
え
る
。
同
系
図
の
注
記
に
よ
る
と
布
谷
吉
和
は
、

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
）
に
相
伝
の
職
で
あ
っ
た
御
笠
縫
内
人
職
を
白

髭
長
邑
に
譲
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
長
邑
は
宝
暦
十
三
年
三
月
二
十
三
日
に
同
職

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
職
が
譲
渡
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
以
後
白
髭
家
は
「
左
大
夫
」
を
称
し
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事

実
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
九
月
付
け
中
川
数
馬
宛
て
多
気
久
大
夫
檀
家
譲
状
）
11
（

に

は
、
証
人
と
し
て
「
白
髭
左
大
夫
」
が
連
署
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
家
系
図
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
宝
暦
年
中
布
谷
左
大
夫
役
職
御
笠
縫
内
人
譲
与
白
髭
大
夫
、
故
称
左
大
夫

こ
れ
は
実
に
示
唆
的
で
あ
り
、
布
谷
家
が
相
伝
の
職
掌
と
と
も
に
御
師
銘
を
も
譲
っ

た
こ
と
を
強
く
示
し
て
い
る
。『
諸
家
系
譜
』で
白
髭
城
之
介
が「
布
谷
左
大
夫
引
請
」

と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
布
谷
は
宝
暦
年
間
に
、
少
な
く
と
も
御
師
銘
（
御
師

株
）
を
失
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
後
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の

時
絶
家
と
な
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
内
宮
職
掌
家
譜
』
所
収
の
白
髭
家
系
図
で
は
、
布
谷
吉
和
は
実
名

不
詳
の
「
岩
田
伯
耆
」
の
子
息
と
さ
れ
て
い
る
。『
内
宮
職
掌
家
譜
』
に
も
布
谷
家

と
し
て
の
系
図
の
記
載
は
な
い
が
、
幸
い
岩
田
家
系
図
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
結
論

を
言
え
ば
こ
の
岩
田
家
系
図
こ
そ
布
谷
家
系
図
で
あ
る
。

　
岩
田
家
系
図
に
よ
る
と
初
代
は
「
布
屋
四
郎
左
衛
門
吉
久
」
と
い
う
人
物
で
、
傍

注
に
「
実
岩
崎
所
左
衛
門
二
男
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
岩
田
家
（
布
谷
）
は
、
岩
崎

家
の
い
わ
ば
分
家
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、『
諸
家
系
譜
』
所
収

の
岩
崎
家
系
図
に
実
父
の
所
左
衛
門
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
岩
崎
家
で
は
実
名

に
全
て
「
久
」
の
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
久
」
が
同
家
の
通
字
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
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十
二
年
に
再
度
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
報
告
で
あ
る
『
旧
師
職
総
人
名
其
他
取
調

帳（
７
）』

の
「
絶
家
ノ
部
」
に
、
宇
治
館
町
居
住
元
師
職
布
谷
左
大
夫
と
し
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。

　
　 

平
民
　
布
谷
盛
秀
　
陸
軍
教
導
団
ニ
於
テ
業
上
為
メ
　
明
治
八
年
四
月
三
日
亡
　

後
相
続
人
無
之
絶
家

つ
ま
り
布
谷
盛
秀
は
、
恐
ら
く
陸
軍
で
の
訓
練
中
に
若
く
し
て
死
去
し
た
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
報
告
は
、
同
じ
く
宇
治
館
町
の
「
実
兄
　
大
国
盛
忠
」
か
ら
提
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
布
谷
家
の
最
後
の
当
主
は
大
国
家
か
ら
入
っ
た
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、
大
国
家
も
内
宮
御
師
で
、
確
認
で
き
る
系

図
で
は
、
全
員
実
名
に
「
盛
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
宮
御
師
山
本
大
夫
家
資
料（
８
）に

、『
諸
家
系
譜
』

が
あ
る
。
こ
れ
は
、内
宮
御
師
の
系
譜
を
家
ご
と
に
武
鑑
様
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
大
国
系
図
も
こ
の
系
譜
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
宮
御
師
の
場
合
、
多
く

の
系
譜
が
不
明
で
あ
る
な
か
で
、
新
た
に
確
認
さ
れ
た
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。
記

載
の
年
代
か
ら
幕
末
期
の
、
恐
ら
く
嘉
永
年
間
（
一
八
四
八
〜
一
八
五
四
）
頃
の
成

立
と
み
ら
れ
る
が
、
布
谷
家
系
の
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
御
師
橘
采
女
家

系
の
項
に
、
橘
采
女
の
家
来
白
髭
城
之
助
の
傍
注
と
し
て
「
布
谷
左
大
夫
引
請
」
と

あ
る
。
こ
れ
は
、「
布
谷
左
大
夫
」
銘
で
檀
家
へ
御
札
を
配
る
こ
と
を
白
髭
大
夫
が

引
き
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、『
諸
家
系
譜
』
が
成
立
し
た
段
階
で
は
布
谷
家

が
絶
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
布
谷
家
は
、
あ
る
時
期
か
ら
絶
家
と
な
っ
て
い
た
が
、
安
政
二

年
以
前
、
そ
れ
も
あ
ま
り
遡
ら
な
い
頃
に
大
国
家
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
た
と
判
断
さ

れ
る
。
ち
な
み
に
、安
政
二
年
付
け
の
『
旧
内
宮
御
師
名（
９
）』
に
は
、白
髭
大
夫
は
「
布

谷
左
大
夫
家
来
」と
あ
り
、こ
の
関
係
が
布
谷
左
大
夫
銘
を
引
き
請
け
た
背
景
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
る
。

　
次
に
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の
『
内
宮
職
掌
家
譜
）
10
（

』
を
見
る
。
こ
の
資
料
は
薗
田
守
良

の
編
に
し
て
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
御
巫
清
直
に
よ
っ
て
浄
書
さ
れ
た
も
の

で
、
内
宮
の
権
祢
宜
や
職
掌
人
の
家
系
図
集
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
白
髭
家
の
系
図

に
「
布
谷
左
大
夫
吉
和
」
の
名
が
み
え
る
。
同
系
図
の
注
記
に
よ
る
と
布
谷
吉
和
は
、

宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
一
七
六
四
）
に
相
伝
の
職
で
あ
っ
た
御
笠
縫
内
人
職
を
白

髭
長
邑
に
譲
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
長
邑
は
宝
暦
十
三
年
三
月
二
十
三
日
に
同
職

に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
職
が
譲
渡
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
以
後
白
髭
家
は
「
左
大
夫
」
を
称
し
た
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
事

実
、
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
九
月
付
け
中
川
数
馬
宛
て
多
気
久
大
夫
檀
家
譲
状
）
11
（

に

は
、
証
人
と
し
て
「
白
髭
左
大
夫
」
が
連
署
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
家
系
図
に
は

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
宝
暦
年
中
布
谷
左
大
夫
役
職
御
笠
縫
内
人
譲
与
白
髭
大
夫
、
故
称
左
大
夫

こ
れ
は
実
に
示
唆
的
で
あ
り
、
布
谷
家
が
相
伝
の
職
掌
と
と
も
に
御
師
銘
を
も
譲
っ

た
こ
と
を
強
く
示
し
て
い
る
。『
諸
家
系
譜
』で
白
髭
城
之
介
が「
布
谷
左
大
夫
引
請
」

と
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
布
谷
は
宝
暦
年
間
に
、
少
な
く
と
も
御
師
銘
（
御
師

株
）
を
失
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
恐
ら
く
、
そ
の
後
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の

時
絶
家
と
な
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、『
内
宮
職
掌
家
譜
』
所
収
の
白
髭
家
系
図
で
は
、
布
谷
吉
和
は
実
名

不
詳
の
「
岩
田
伯
耆
」
の
子
息
と
さ
れ
て
い
る
。『
内
宮
職
掌
家
譜
』
に
も
布
谷
家

と
し
て
の
系
図
の
記
載
は
な
い
が
、
幸
い
岩
田
家
系
図
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
結
論

を
言
え
ば
こ
の
岩
田
家
系
図
こ
そ
布
谷
家
系
図
で
あ
る
。

　
岩
田
家
系
図
に
よ
る
と
初
代
は
「
布
屋
四
郎
左
衛
門
吉
久
」
と
い
う
人
物
で
、
傍

注
に
「
実
岩
崎
所
左
衛
門
二
男
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
岩
田
家
（
布
谷
）
は
、
岩
崎

家
の
い
わ
ば
分
家
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、『
諸
家
系
譜
』
所
収

の
岩
崎
家
系
図
に
実
父
の
所
左
衛
門
の
名
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
岩
崎
家
で
は
実
名

に
全
て
「
久
」
の
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、「
久
」
が
同
家
の
通
字
で
あ
っ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
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初
代
布
谷
吉
久
の
子
は「
布
谷
求
馬
吉
勝
」。
傍
注
で
彼
は
寛
文
三
年（
一
六
六
三
）

六
月
十
五
日
に
父
吉
久
に
替
わ
っ
て
権
大
内
人
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
子
岩
田

求
馬
吉
潔
が
同
職
に
任
じ
ら
れ
た
の
が
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
で
あ
り
、
少
な
く

と
も
そ
の
時
ま
で
吉
勝
が
存
命
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
片
田
大
般
若

経
の
奥
書
に
見
え
る
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
時
点
で
の
「
布
屋
佐
大
夫
」
は
、
こ

の
吉
勝
で
あ
っ
た
と
み
て
間
違
い
な
い
。
ま
た
、初
代
「
吉
久
」
か
ら
「
吉
勝
」「
吉
潔
」

と
続
き
、
実
名
不
詳
の
人
物
を
挟
ん
で
「
吉
和
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
布
谷
家
＝
岩

田
家
の
通
字
が
「
吉
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
岩
田
家
系
図
に
お

い
て
も
吉
和
以
降
に
記
載
は
な
く
、
彼
の
代
で
絶
家
と
な
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
。

　
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、「
岩
田
家
」
と
「
布
谷
家
」
の
関
係
で
あ
り
、
記
載

が
錯
綜
し
て
い
る
観
が
あ
る
。
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
　
吉
久
＝
布
屋
四
郎
左
衛
門
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』）

　
　
吉
勝
＝
布
谷
求
馬
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』）　
　

　
　
　
　
　
布
屋
佐
大
夫
（
片
田
大
般
若
経
奥
書
）

　
　
吉
潔
＝
岩
田
求
馬
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』）

　
　
不
詳
＝
左
大
夫
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』
岩
田
系
図
）　

　
　
　
　
　
岩
田
伯
耆
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』
白
髭
系
図
）

　
　
吉
和
＝
求
馬
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』
岩
田
系
図
）　

　
　
　
　
　
布
谷
左
大
夫
（『
内
宮
職
掌
家
譜
』
白
髭
系
図
）

　
ま
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
地
域
独
特
の
家
や
名
乗
り
の
慣
習
で
あ

る
。
例
え
ば
、
内
宮
権
祢
宜
家
で
有
力
御
師
で
あ
っ
た
村
山
家
の
場
合
、
内
宮
祢
宜

家
の
系
列
の
た
め
本
姓
は
「
荒
木
田
」
で
あ
る
が
「
村
山
」
を
苗
字
と
し
、ま
た
「
榎
倉
」

と
も
称
し
て
い
る
。
こ
の
「
榎
倉
」
は
、
元
々
は
屋
号
的
な
呼
称
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
が
、
同
時
に
御
師
と
し
て
の
村
山
家
の
御
祓
銘
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事

例
は
こ
の
地
域
に
は
多
く
み
と
め
ら
れ
る
。
布
谷
家
の
場
合
、「
左
大
夫
（
佐
大
夫
）」

が
御
祓
銘
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。「
布
屋
（
布
谷
）」
も

屋
号
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
家
は
、
本
姓
「
岩
田
」、
御
祓
銘
「
布
谷
左
大
夫
」

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
こ
の
場
合
、「
求
馬
」
や
「
伯
耆
」
は
個
人
の

名
乗
り
で
あ
り
、
御
祓
銘
と
相
違
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
神
宮
文
庫
に
は
『
岩
田
記
）
12
（

』
と
題
し
た
資
料
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る
。

当
初
の
題
は
「
貞
享
二
二
丁
卯
年
　
万
覚
書
」
で
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら

数
年
間
分
の
宇
治
会
合
の
記
録
を
抜
粋
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
元
禄

元
年
（
一
六
八
八
）
に
起
こ
っ
た
宇
治
会
合
衆
追
放
の
一
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
宮
奉
行
を
め
ぐ
っ
て
内
宮
長
官
と
宇
治
会
合
が
対
立
し
た
結
果
、
幕
府
の
裁

定
に
よ
り
「
年
寄
中
不
届
」
と
し
て
、
同
年
十
二
月
十
八
日
を
も
っ
て
車
大
膳
末
朝

以
下
二
〇
名
は
追
放
、山
神
主
殿
以
下
九
名
が
罷
免
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。代
わ
っ

て
、
十
文
字
仙
大
夫
重
房
等
二
九
名
が
新
た
に
会
合
衆
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中

に
「
布
屋
求
女
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
系
図
か
ら
布
谷
吉
勝
に
比
定
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、「
内
宮
御
師
山
本
大
夫
家
文
書
）
13
（

」
中
に
あ
る
二
通
の
宇
治
年
寄
家
末
家
組

回
状
の
う
ち
の
一
通
に
、「
布
谷
図
書
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
末
家
組

の
一
家
で
あ
る
梅
谷
勝
大
夫
家
相
続
の
件
に
つ
い
て
、
会
合
所
に
届
け
出
た
旨
を
知

ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
合
点
を
入
れ
た
「
布
谷
図
書
」
は
こ
の
時
の
布
谷
家
の
当
主

と
み
ら
れ
る
が
、
文
書
は
年
紀
を
欠
い
て
お
り
、
系
図
に
み
え
る
歴
代
の
誰
に
比
定

さ
れ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
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ࠉ
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ၿ

　
こ
こ
ま
で
検
討
し
た
布
谷
家
に
つ
い
て
、
以
下
に
ま
と
め
る
。

　
内
宮
御
師
布
谷
左
大
夫
。
本
姓
「
岩
田
」。
近
世
前
期
に
、
同
じ
く
内
宮
御
師

岩
崎
家
よ
り
分
か
れ
て
成
立
。
内
宮
権
大
内
人
・
御
笠
縫
内
人
の
職
掌
を
有
す

が
、
宝
暦
年
間
に
絶
家
。
職
と
銘
は
内
宮
御
師
白
髭
家
に
譲
ら
れ
た
。
安
政
二
年

（
一
八
五
五
）
頃
に
内
宮
御
師
大
国
家
に
よ
っ
て
「
布
谷
家
」
と
し
て
再
興
さ
れ
た
。

（5） （4）

以
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
　

　
再
興
に
際
し
て
は
、
恐
ら
く
白
髭
大
夫
が
引
受
て
い
た
「
布
谷
左
大
夫
」
銘
の
檀

所
も
継
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
屋
敷
地
の
宇
治
館
町
も
再
興
以
降
の
も
の

で
あ
り
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
〜
一
六
八
一
）
段
階
の
屋
敷
地
と
思
し
き
「
宇
治

内
宮
古
郷
」
と
は
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
大
国
家
に
よ
っ
て
再
興
さ

れ
た
布
谷
左
大
夫
の
檀
所
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
本
来
の
檀
所

の
一
部
は
大
国
三
蔵
大
夫
が
引
き
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
十
二
年
の
「
旧
師
職

総
人
名
其
他
取
調
帳
）
14
（

」
に
は
「
布
谷
左
大
夫
銘
ノ
大
麻
ヲ
以
テ
頒
布
仕
来
リ
候
」
と

し
て
、
伊
勢
国
度
会
郡
内
十
三
か
村
と
多
気
郡
内
二
か
村
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
一
端
が
窺
え
る
。

　
で
は
こ
こ
で
、
改
め
て
片
田
経
第
五
七
一
巻
奥
書
の
「
佳
善
」
を
検
討
す
る
。
彼

は
、
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
延
宝
二
年
の
こ
の
時
三
七
歳
。
岩
田
家
系
図
に
記
載
の
な

い
以
上
、
全
て
は
憶
測
に
な
る
が
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
、
検
討
し

て
お
く
。

　
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
佳
善
」
が
僧
籍
に
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
一
族
一

家
と
し
て
通
字
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
地
域
性
か
ら
、布
谷
（
岩
田
）
家
の
通
字
「
吉
」

を
用
い
な
い
「
佳
善
」
が
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
通
常
、
通
字
が

用
い
ら
れ
な
い
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
他
家
へ
養
子
に
入
っ
た
場
合
で
あ
る
。
或
い

は
、
他
家
か
ら
の
養
子
が
一
時
、
実
家
の
通
字
を
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
。
実
名
の

不
明
な
御
師
も
存
在
す
る
の
で
絶
対
と
は
言
え
な
い
が
、
管
見
の
限
り
「
佳
」
あ
る

い
は
「
善
」
を
通
字
と
す
る
御
師
家
は
見
当
た
ら
な
い
。
仮
に
「
佳
善
」
が
他
家
へ

養
子
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
奥
書
で
実
父
の
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
感

が
あ
る
。
な
に
よ
り
、神
主
家
で
は
な
い
と
は
言
え
、神
宮
の
職
掌
を
持
つ
布
谷
（
岩

田
）
家
は
下
級
神
官
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
写
経
行
為
自
体
に
違
和
感
の
あ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。よ
っ
て
、事
例
と
し
て
は
少
な
く
且
つ
消
去
法
的
で
は
あ
る
が
、「
佳

善
」
が
僧
籍
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
佳
善
」
が
布
谷
吉
潔
当
人
で
あ
る
可
能
性
で
あ
り
、

現
在
そ
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
潔
の
父
吉
勝
が
家
督
を
継
承
し

た
の
が
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
で
三
十
七
歳
と
な
る

「
佳
善
」
が
吉
勝
二
十
歳
ご
ろ
の
子
息
と
み
れ
ば
、
吉
潔
が
家
督
継
承
し
た
元
禄
三

年
（
一
六
九
○
）
で
も
吉
勝
は
七
十
歳
代
で
あ
り
、
年
齢
的
に
矛
盾
し
な
い
。
む
し

ろ
注
目
す
べ
き
は
、
吉
潔
が
当
主
で
あ
っ
た
期
間
が
、
元
禄
三
年
か
ら
同
十
六
年
と

短
い
こ
と
で
あ
る
。

　「
佳
善
」
は
、
吉
潔
が
家
督
継
承
し
た
元
禄
三
年
で
既
に
五
十
三
歳
。
同
十
六
年

に
は
六
十
六
歳
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
、
吉
潔
と
佳
善
が
同
一
人
で
あ
っ
た
場
合
、

吉
潔
が
当
主
で
あ
っ
た
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
も
頷
け
よ
う
。
ま
た
「
吉
」
と
「
佳
」

の
訓
は
「
よ
し
」
で
共
通
す
る
こ
と
、
及
び
「
善
」
と
「
潔
」
の
文
字
も
意
味
的
に

類
似
し
て
い
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。

　
で
は
、何
故
吉
潔
は「
佳
善
」と
称
し
た
の
か
。
仮
説
の
上
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

や
は
り
神
宮
の
職
掌
人
及
び
御
師
の
家
人
に
あ
り
な
が
ら
写
経
す
る
こ
と
を
憚
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
神
官
が
俗
的
あ
る
い
は
仏
事
的
な
行
為
を

行
う
場
合
、
仮
の
名
（
仮
名
：
け
み
ょ
う
）
を
一
時
的
に
名
乗
る
こ
と
は
、
中
世
で

は
ま
ま
見
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
近
世
の
事
例
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
そ
の

顕
著
な
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ࠉ

お
わ
り
に

　
円
空
が
大
般
若
経
を
補
修
す
る
に
際
し
て
、
料
紙
の
調
達
な
ど
、
相
応
の
資
金
が

必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
片
田
の
般
若
経
補
修
に
神
宮

の
有
力
御
師
が
関
係
し
て
い
た
事
実
は
、
資
金
面
等
を
考
え
る
時
、
非
常
に
示
唆
的

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
な
が

ら
も
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
片
田
の
大
般
若
経
巻
第
五
七
一
奥
書
に
あ
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以
上
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
　

　
再
興
に
際
し
て
は
、
恐
ら
く
白
髭
大
夫
が
引
受
て
い
た
「
布
谷
左
大
夫
」
銘
の
檀

所
も
継
承
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
屋
敷
地
の
宇
治
館
町
も
再
興
以
降
の
も
の

で
あ
り
、
延
宝
年
間
（
一
六
七
三
〜
一
六
八
一
）
段
階
の
屋
敷
地
と
思
し
き
「
宇
治

内
宮
古
郷
」
と
は
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
大
国
家
に
よ
っ
て
再
興
さ

れ
た
布
谷
左
大
夫
の
檀
所
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
不
明
で
あ
る
が
、
本
来
の
檀
所

の
一
部
は
大
国
三
蔵
大
夫
が
引
き
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
明
治
十
二
年
の
「
旧
師
職

総
人
名
其
他
取
調
帳
）
14
（

」
に
は
「
布
谷
左
大
夫
銘
ノ
大
麻
ヲ
以
テ
頒
布
仕
来
リ
候
」
と

し
て
、
伊
勢
国
度
会
郡
内
十
三
か
村
と
多
気
郡
内
二
か
村
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
一
端
が
窺
え
る
。

　
で
は
こ
こ
で
、
改
め
て
片
田
経
第
五
七
一
巻
奥
書
の
「
佳
善
」
を
検
討
す
る
。
彼

は
、
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
延
宝
二
年
の
こ
の
時
三
七
歳
。
岩
田
家
系
図
に
記
載
の
な

い
以
上
、
全
て
は
憶
測
に
な
る
が
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
、
検
討
し

て
お
く
。

　
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
佳
善
」
が
僧
籍
に
あ
っ
た
可
能
性
で
あ
る
。
一
族
一

家
と
し
て
通
字
に
こ
だ
わ
り
を
持
つ
地
域
性
か
ら
、布
谷
（
岩
田
）
家
の
通
字
「
吉
」

を
用
い
な
い
「
佳
善
」
が
異
質
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
通
常
、
通
字
が

用
い
ら
れ
な
い
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
他
家
へ
養
子
に
入
っ
た
場
合
で
あ
る
。
或
い

は
、
他
家
か
ら
の
養
子
が
一
時
、
実
家
の
通
字
を
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
。
実
名
の

不
明
な
御
師
も
存
在
す
る
の
で
絶
対
と
は
言
え
な
い
が
、
管
見
の
限
り
「
佳
」
あ
る

い
は
「
善
」
を
通
字
と
す
る
御
師
家
は
見
当
た
ら
な
い
。
仮
に
「
佳
善
」
が
他
家
へ

養
子
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
奥
書
で
実
父
の
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
違
和
感

が
あ
る
。
な
に
よ
り
、神
主
家
で
は
な
い
と
は
言
え
、神
宮
の
職
掌
を
持
つ
布
谷
（
岩

田
）
家
は
下
級
神
官
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
写
経
行
為
自
体
に
違
和
感
の
あ
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。よ
っ
て
、事
例
と
し
て
は
少
な
く
且
つ
消
去
法
的
で
は
あ
る
が
、「
佳

善
」
が
僧
籍
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
佳
善
」
が
布
谷
吉
潔
当
人
で
あ
る
可
能
性
で
あ
り
、

現
在
そ
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
潔
の
父
吉
勝
が
家
督
を
継
承
し

た
の
が
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
で
三
十
七
歳
と
な
る

「
佳
善
」
が
吉
勝
二
十
歳
ご
ろ
の
子
息
と
み
れ
ば
、
吉
潔
が
家
督
継
承
し
た
元
禄
三

年
（
一
六
九
○
）
で
も
吉
勝
は
七
十
歳
代
で
あ
り
、
年
齢
的
に
矛
盾
し
な
い
。
む
し

ろ
注
目
す
べ
き
は
、
吉
潔
が
当
主
で
あ
っ
た
期
間
が
、
元
禄
三
年
か
ら
同
十
六
年
と

短
い
こ
と
で
あ
る
。

　「
佳
善
」
は
、
吉
潔
が
家
督
継
承
し
た
元
禄
三
年
で
既
に
五
十
三
歳
。
同
十
六
年

に
は
六
十
六
歳
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
、
吉
潔
と
佳
善
が
同
一
人
で
あ
っ
た
場
合
、

吉
潔
が
当
主
で
あ
っ
た
期
間
が
短
か
っ
た
こ
と
も
頷
け
よ
う
。
ま
た
「
吉
」
と
「
佳
」

の
訓
は
「
よ
し
」
で
共
通
す
る
こ
と
、
及
び
「
善
」
と
「
潔
」
の
文
字
も
意
味
的
に

類
似
し
て
い
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。

　
で
は
、何
故
吉
潔
は「
佳
善
」と
称
し
た
の
か
。
仮
説
の
上
の
憶
測
に
過
ぎ
な
い
が
、

や
は
り
神
宮
の
職
掌
人
及
び
御
師
の
家
人
に
あ
り
な
が
ら
写
経
す
る
こ
と
を
憚
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
神
官
が
俗
的
あ
る
い
は
仏
事
的
な
行
為
を

行
う
場
合
、
仮
の
名
（
仮
名
：
け
み
ょ
う
）
を
一
時
的
に
名
乗
る
こ
と
は
、
中
世
で

は
ま
ま
見
ら
れ
る
事
例
で
あ
る
。
近
世
の
事
例
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
そ
の

顕
著
な
一
例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ࠉ

お
わ
り
に

　
円
空
が
大
般
若
経
を
補
修
す
る
に
際
し
て
、
料
紙
の
調
達
な
ど
、
相
応
の
資
金
が

必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
片
田
の
般
若
経
補
修
に
神
宮

の
有
力
御
師
が
関
係
し
て
い
た
事
実
は
、
資
金
面
等
を
考
え
る
時
、
非
常
に
示
唆
的

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
な
が

ら
も
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
片
田
の
大
般
若
経
巻
第
五
七
一
奥
書
に
あ
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る
内
宮
御
師
布
谷
左
大
夫
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
系
譜
を
中
心
に
あ
る
程
度
明
ら

か
に
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
今
後
の
御
師
や
円
空
研
究
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で

あ
る
。

　
　

注（
１
）
志
摩
市
阿
児
町
立
神
自
治
会
所
蔵
。

（
２
）
片
田
と
立
神
の
大
般
若
経
と
そ
の
補
修
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
円
空
の
大
般

若
経
補
修
に
つ
い
て
」（
三
重
県
総
合
博
物
館
第
32
回
企
画
展
『
三
重
の
円
空
』

三
重
県
総
合
博
物
館
　
二
〇
二
二
年
）
参
照
。

（
３
）
長
谷
川
公
茂
「
志
摩
半
島
片
田
に
遺
る
円
空
の
絵
」『
円
空
研
究
』
八
。

一
九
八
〇
年
。

（
４
）
つ
や
だ
杢
人
「
円
空
さ
ん
の
足
跡
を
追
っ
て
」『
円
空
研
究
』
一
四
。

一
九
八
九
年
。

（
５
）「
安
政
二
年
九
月 

明
治
四
年
七
月
現
在
　
旧
内
宮
御
師
名
」（『
神
宮
御
師
資

料
　
内
宮
篇
』
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
　
一
九
八
〇
年
）。

（
６
）
前
掲
注
５
。

（
７
）『
神
宮
御
師
資
料
　
内
宮
篇
』（
皇
學
館
大
学
史
料
編
纂
所
　
一
九
八
〇
年
）

所
収
。

（
８
）
山
本
大
夫
家
は
宇
治
会
合
年
寄
筆
頭
の
内
宮
御
師
で
、
徳
川
将
軍
家
の
御
師

も
務
め
た
。
家
伝
資
料
は
『
三
重
県
史
』
の
編
纂
過
程
で
収
集
さ
れ
、
三
重
県
総

合
博
物
館
に
移
管
さ
れ
た
。『
三
重
県
総
合
博
物
館
資
料
叢
書
』
№
10
（
三
重
県

総
合
博
物
館
。
二
〇
二
四
年
）
及
び
、
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

史
料
編
纂
所
編
『
神
宮
御
師
資
料 

山
本
大
夫
家
文
書
』（
皇
學
館
大
学
出
版
部
。

二
〇
二
二
年
）
に
主
要
資
料
の
翻
刻
と
目
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
前
掲
注
５
。

（
10
）
神
宮
文
庫
所
蔵
。
一
門
三
四
五
六
号
。

（
11
）
三
重
県
総
合
博
物
館
所
蔵
「
内
宮
御
師
山
本
大
夫
家
文
書
」。

（
12
）
神
宮
文
庫
所
蔵
。
一
門
八
七
三
五
号
。

（
13
）
前
掲
注
８
。

（
14
）
前
掲
注
７
。

（7） （7）

    

ࡣ
ࡌ
ࡵ
に

　
本
稿
は
、
近
世
後
期
に
国
役
普
請
で
開
発
さ
れ
た
桑
名
藩
領
下
の
新
田
を
事
例

に
、
そ
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
本
稿
で
対
象
と
す
る
豊
崎
新
田
（
現
川
越
町
）
の
開
発
に
つ
い
て
は
、『
川
越
町
史
』

に
開
発
者
の
一
人
で
あ
っ
た
山
中
伝
四
郎
関
連
の
文
書
か
ら
開
発
の
起
点
、
そ
し
て

中
断
し
た
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
頃
ま
で
を
中
心
に
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

場
所
は
、
町
屋
川
河
口
部
右
岸
、
現
在
の
亀
尾
新
田
東
（
海
面
）
側
堤
防
の
外
側
に

あ
っ
た（
１
）。

こ
の
新
田
開
発
は
第
一
次
の
開
発
で
、
寛
政
五
年
以
降
の
第
二
次
の
新
田

開
発
の
様
相
や
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
課

題
が
残
さ
れ
て
い
る（
２
）。

　
第
一
次
の
開
発
は
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
十
一
月
、
南
福
崎
村
（
現
川
越
町
）

片
山
又
次
郎
を
発
起
人
と
し
て
翌
五
年
正
月
に
許
可
さ
れ
、
同
年
九
月
に
は
、
西
別

所
村
（
現
桑
名
市
）
松
岡
専
八
、江
場
村
（
現
桑
名
市
）
水
谷
左
太
郎
、西
大
鐘
村
（
現

四
日
市
市
）
伊
藤
弥
左
衛
門
、
富
田
一
色
（
現
四
日
市
市
）
伊
藤
惣
兵
衛
、
平
嶋
新

田
（
現
愛
知
県
弥
富
市
）
服
部
市
兵
衛
、
鳥
ケ
地
新
田
（
現
愛
知
県
弥
富
市
）
佐
野

周
平
、
四
日
市
川
原
町
（
現
四
日
市
市
）
山
中
伝
四
郎
、
南
福
崎
村
片
山
又
次
郎
の

八
人
で
仲
間
を
組
織
し
て
開
発
を
進
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
発
起
人
の
片
山
又
次
郎
、

仲
間
の
伊
藤
弥
左
衛
門
が
寛
政
三
年
、
不
正
の
罪
で
追
放
さ
れ
財
産
没
収
と
な
っ
た

こ
と
で
新
田
開
発
が
頓
挫
し
た
よ
う
で
あ
る（
３
）。

そ
し
て
、
寛
政
五
年
に
な
り
、
平
田

十
蔵
を
中
心
に
再
開
発
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
再
開
発
は
途
中
か
ら
幕

府
が
関
与
す
る
国
役
普
請
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
消
滅
し
た
新
田
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
新
田
開
発
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
松
好
貞
夫
氏
、
菊
池
利
夫
氏
、

大
石
慎
三
郎
氏
、
木
村
礎
氏
の
著
書
が
あ
る（
４
）。

歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
の
研
究
が

多
い
中
で
、
木
村
氏
は
新
田
類
型
や
そ
の
意
義
、
前
期
、
中
期
の
違
い
を
述
べ
、
新

田
村
の
内
部
の
分
析
等
歴
史
的
研
究
の
視
点
か
ら
叙
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
新
田

村
と
古
村
と
の
関
係
や
後
期
か
ら
幕
末
期
に
か
け
て
の
研
究
が
少
な
い
状
況
が
課
題

と
し
て
残
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る（
５
）。
筆
者
も
近
世
前
期
の
桑
名
藩
に
お
い
て
、
藩
の

奨
励
の
も
と
地
域
の
有
力
者
主
体
で
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
員
弁
郡
大
泉
新
田
や
幕

末
期
の
「
御
国
恩
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
旧
桑
名
藩
領
小
林
新
田
の
事
例
を
紹
介

し
た
が
、
新
田
開
発
の
研
究
は
自
治
体
や
自
然
環
境
や
絵
図
等
を
利
用
し
た
新
し
い

研
究
、
従
来
か
ら
の
歴
史
地
理
学
や
土
木
工
学
と
の
関
連
で
の
研
究
が
見
ら
れ
る
も

の
の
そ
の
数
は
多
く
は
な
い（
６
）。

　
本
稿
で
は
，
木
曽
三
川
河
口
に
近
い
地
域
を
取
り
上
げ
、
町
人
請
負
か
ら
度
々
の

風
水
害
を
経
て
最
終
的
に
国
役
普
請
に
よ
る
再
開
発
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
新
田
開

発
が
、
様
々
な
土
木
工
事
と
複
雑
に
絡
み
合
う
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
従
前

と
は
異
な
る
見
解
も
見
い
だ
せ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
研
究
状
況
を

近
世
後
期
の
国
役
普
請
で
の
新
田
開
発
過
程

　―
幻
と
な
っ
た
朝
明
郡
豊
崎
新
田
―

藤
　
谷
　
　
　
彰


